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1. 法的枠組

1 ⾷品⾏政

インドにおいては、⾷品安全基準法（2006年）(The Food Safety 
Standard Act, 2006︓FSS法)の下に設⽴されたインド⾷品安全基準局（Food Safety and Standard Authority of India: FSSAI）が、⾷品規格、安全、お
よび衛⽣管理を管轄する。FSSAIは、ヒトの消費に供するための安全で健全な⾷品を確実に安定供給する⽬的で、科学に基づく⾷品規格を策定して⾷品の製
造、貯蔵、流通、販売および輸⼊を規制するために設⽴された。本法の⽬的はまた、様々な⽔準かつ多数部署による管理を単⼀命令系統へと変更することに
より、⾷品安全と規格に関するすべての問題に対して唯⼀の評価基準を設定することである。

⼀⽅、多様な⾷品規格を含む製品認証システムはインド基準庁（Bureau of Indian 
Standards : BIS）が管轄している。BISは消費者問題・⾷糧・公的分配省の管理下にあり、本省はいくつかの法により⾷品⾏政に携わっている。さらに、
⾷品規制に関わる法には⼥性・児童発育省、農業省、原⼦⼒局、および原⼦⼒規制委員会の管轄下にあるものもある。1988年7⽉に設⽴された⾷品加⼯⼯業
省は、農村部の雇⽤機会創出、農業従事者による近代的な技術の利⽤による農業従事者の収益増加、貿易⿊字の実現、および加⼯⾷品の需要の喚起を視野に
⼊れ、強固で活⼒のある⾷品加⼯業界の育成を担当する政府の主要中枢機関である。⾷品加⼯⼯業省からはFSSAIへ職員が派遣されている。⾷品安全に関与
する全⾏政機関を表1に⽰す。

表1︓インドの⾷品⾏政機関

⾏政機関 担当部局 関連法律  

健康家族福祉省 FSSAI  ⾷品安全基準法（FSS法）（2006年）
⾷品安全基準規則（FSS規則）（2011年）
⾷品安全基準規程（FSS）規程（2011年）

消費者問題・⾷糧・ 
 
公的分配省 

BIS  インド基準庁法（1986年）
度量衡基準法（1976年）
度量衡基準規程（1977年）

⼥性・児童発育省 乳児⽤代⽤乳・哺乳瓶・乳児⾷（⽣産・供給・流通規制）法（1992年、2003年改正）

農業省 農産物（格付けおよび表⽰）法（1937年）
格付けおよび表⽰⼀般規程（1988年）

⾷品加⼯⼯業省 （現在の「FSS法（2006年）」の原案は本省の作成である）

原⼦⼒委員会 DAE  原⼦⼒法（1962年）

6-4. 個別⾷品規格／レトルト⾷品

6-5. 個別⾷品規格／めん類

6-6. 個別⾷品規格／乳・乳製品

個別⾷品規格
乳・乳製品（チーズ及びバター）

6-7. 個別⾷品規格／アルコール飲料

6-8. 個別⾷品規格／調理冷凍⾷品
調理冷凍⾷品

7. 残留農薬

(a)

(b)

(c)

(d)



原⼦⼒（⾷品照射管理）規程（1996年）AERB  

(a)⾏政機関に関連する全法律については、本報告の「1.3. ⾷品関連法規」に詳述する。

(b)FSSAI︓インド⾷品安全基準局

(c)BIS︓インド基準庁

(d)DAE︓原⼦⼒局（Department of Atomic Energy）

(e)AERB︓原⼦⼒規制委員会（Atomic Energy Regulatory Board ）

FSSAIは健康家族福祉省の管理下に、独⽴した⾏政機関として設⽴された。FSSAIの⻑官および最⾼執⾏官はインド政府により任命される。⻑官は、現在お
よび過去においてインド政府の事務⻑官より下の地位ではない。

FSSAIは以下の重要な役割を担う（図1）。

●⾷品の規格および指針を定めるための法規制を⽴案する。

●⾷品事業の⾷品安全マネジメントシステムの認証に携わる認証機関の認定の機構および指針を定める。

●検査機関の認定および認定検査機関の通知の⼿順と指針を定める。

●⾷品安全および栄養に対して直接的または間接的に影響を及ぼす政策と規則の⽴案に関し、中央政府および州政府に科学的助⾔と技術的⽀援を提供する。

●⾷品の国際技術規格の策定に寄与する。

●⾷品安全および⾷品規格に関する⼀般の認識を⾼める。

図1︓FSSAIの組織概要

(e)

1.1 FSSAIの設⽴

1.2 .FSSAIの重要な任務



 

2 ⾷品法規制システムと個別⾷品規格との関係の要約図

インドの個別⾷品規格に関連する主要な法規を図2.に⽰す。



 

図2︓インドの⾷品規格および関連法律の概要

3 ⾷品関連法規

インドの⾷品関連の法律は、⾷品偽和防⽌法（PFA︓1954年）および規程（1955年）の制定以来改正を重ねており、本法および規程の解釈にはあいまいな
点が多かった。また、多数の省庁による多くの⾷品関連の法律の監督からくる複雑さ、Codexなどの国際規格との不⼀致といった多くの問題を抱えていた。
このため、国際的なハーモナイゼーションとリスク分析を基に、このような複雑な⾷品関連法規制を統合する動きとして⾷品安全に基づく統合⾷品法令への
移⾏が2000年代初めから始まった。

2005年1⽉、現在のFSS法（2006年）の原案である⾷品安全基準法案が⾷品加⼯⼯業省から提案された。⾷品加⼯⼯業⼤⾂を⻑とする関係閣僚委員会が草
案を作成し、本法案は2006年に国会で可決された。FSS法は2006年8⽉に発効した。しかし、FSSAIは健康家族福祉省の管理下で独⽴した局として2007年
に設⽴された。FSS法は12章で構成される。項⽬の概要は以下の通りである。

●FSSAIの設⽴（組織、機能、⼿順、および責務）

●⾷品安全の⼀般原則（ヒトの健康の保護のみならず、公正な取引を含む消費者の利益保護、科学的根拠に基づく適切なリスク管理、および適切なレベルに
おける予防措置が⽰されている）

3.1 FSS法（2006年）



●⾷品に関する⼀般条項

⾷品添加物または加⼯助剤の使⽤
汚染物質、⾃然毒、重⾦属など
残留農薬、残留動物⽤医薬、残留抗⽣物質、および微⽣物
遺伝⼦組換え⾷品、有機⾷品、機能性⾷品、Propietary⾷品など
⾷品の包装および表⽰
広告の制限、および不公正な取引慣⾏の禁⽌

●輸⼊関連条項

●⾷品安全に関する特別な責務（⾷品事業者の責務、⾷品の回収⼿順）

●⾷品の分析（検査機関、監査員、分析者、⼿順）

●実施部⾨とその管理、刑罰、控訴組織

FSS法の施⾏により、⾷品関連の法規制をほぼ⼀元管理できる体制が整った。以下の規則および規程は、FSS法の細則である。

FSS規則（2011年）は、2011年8⽉、FSS法の下に公⽰された。FSS規則中に修正されるべき語句があったため、正誤表が2011年12⽉に公⽰された。同時
に、いくつかの特定⾷品類のために制定されていた規則が⼀つの規則に統合された。FSS規則（2011年）は以下に⽰す通り6部に分かれている。

●汚染物質、毒物、および残留物

●⾷品規格および⾷品添加物

●検査機関およびサンプリング・分析

●⾷品事業の認可および登録

●包装および表⽰

●販売の禁⽌および制限

乳および乳製品は、従来乳および乳製品指令（1992年）で規制されていたが、改正されて「FSS（乳および乳製品）改正規則（2009年）再改正（2017
年）」となっている。本規則はFSSAIにより実施され、FSS法の下でFSS規則（2011年）と同様に適⽤されている。

⾷品および⾷品添加物の規格は、FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年）で定められている。本規則は、2011年に廃⽌されたPFA規程（1955
年）下で⽰された規格と実質的には同⼀である。この規格は、最新データ、科学的発展、および他の種々の要因を基にして、⻑年にわたり設定されたもので
あるが、規格の多くは⻑期間再検討されなかった。このため、FSSAIは2012年に既存規格の再検討を決定し、⾷品および⾷品添加物の既存規格改訂または新
規格包含についてコメントを求めた。さらに、FSSAIの⾷品回収⼿順規則草案（2009年）、特殊栄養⽤途または⾷事療法⽤途⾷品の規則草案（2010年）、
栄養飲料およびカフェインの規則改訂草案、部分的硬化植物油（PHVOs）中のトランス脂肪酸（TFAs）規則改訂草案、インドにおける遺伝⼦組換え⾷品規
則の運⽤可能化草案、FSS（⾷品輸⼊）規則の概要草案（2011年）およびFSSAI⾷品分析法マニュアル案が公⽰され、パブリックコメントが求められた。
2012年12⽉27⽇、表⽰（クレーム）規則草案がパブリックコメントを求めて公表された。本草案では、包装済み⾷品のクレームに関する⼀般原則を提案
し、栄養機能表⽰および健康強調表⽰の⼀般的および特定条件を定義づけ、⾷事療法指針または健康的な⾷事に関連するクレームを規定した。

その後規格の再検討および新規則策定のための作業が⾏われ、次の４規則が制定された。

健康補助⾷品、栄養補助⾷品、特別⽤途⾷品、特別医療⽤途⾷品、機能性⾷品、新規⾷品（2016年）
⽋陥⾷品回収⼿続き（2017年）
輸⼊（2017年）
⾮特定⾷品及び素材の認可（2017年）

◎FSS規則全てのURLは何れも下記FSSAIのHPに⼀括表⽰されている。http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/fss-regulations.html

◎注意︓掲載規則には制定時のままの原本版、及び改正結果を全て反映させたCompendium（全書）版の2種類がある。

3.2 FSS規則（2011年）

3.3 FSS規程（2011年）

http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/fss-regulations.html


FSS規程（2011年）は2011年1⽉、FSS法の下に公表された。FSS規程は以下の章で構成され、FSS法の実施⼿順を⽰す。

●定義

●実施体制および⼿順

●裁定および裁判所への上訴

本法では、⺟乳育児を保護推進し乳児⾷の適切な使⽤を確保するため、およびこれらに関連するまたはこれに付随して⽣じ得る事柄に関し、乳児⽤代⽤乳・
哺乳瓶・乳児⾷の⽣産、供給、および流通の規則を定める。

本法により、何⼈であれ、乳児⽤代⽤乳、哺乳瓶、乳児⾷の流通、販売、および供給のために広告をすること、または広告公開に加担することを禁⽌する。
また、いかなる⽅法であれ、乳児⽤代⽤乳および乳児⾷の摂取が、⺟乳と同等または⺟乳より優れているとの印象を与えるまたは確信させることを禁⽌す
る。さらに、乳児⽤代⽤乳、哺乳瓶、または乳児⾷の推進に加担することを禁⽌する。本法ではまた、乳児⽤代⽤乳、哺乳瓶、または乳児⾷の使⽤または販
売の促進および関与を禁⽌する。何⼈も、乳児⽤代⽤乳、哺乳瓶、または乳児⾷の試供品、および器具または他の物品の贈り物を流通、供給してはならず、
妊婦または乳児の⺟親に連絡をとってはならず、また、他のいかなる種類の報酬をも申し出てはならない。乳児⽤代⽤乳および哺乳瓶に関連するBIS強制的
認証は、本法の特定の条項で⾔及されている。⼥性・児童発育省が本法の執⾏を担当する。

計量測定による州間の取引および交易、ならびに⽇⽤品の販売、流通、および供給は、度量衡基準法（1976年）により規制される。本法は、州間の交易過
程で販売されるまたは販売を意図される、包装済み⽇⽤品に対しても施⾏される。本法は、インドの州間のみならず輸出⼊にも適⽤される。本法の規格は度
量衡基準（⼀般）改正第4版規程（2005年）に⽰されており、法定度量衡基準（包装済み商品）規程（1997年、改正2017年）では、商取引、⼯業⽣産、お
よび公衆衛⽣とヒトの安全に関する計測に⽤いられる計測器の規格を定める。度量衡に関する責務は、州政府および中央政府、ならびに消費者問題・⾷糧・
公的分配省の双⽅で共有される。

法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2017年）

http://consumeraffairs.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/PCR_Amendment_2017.pdf

農産物（格付けおよび表⽰）法（1937年）は、1986年までの改正と同様に農産物および他の産物の格付けおよび表⽰について定める法である。上記の法に
準じて格付けおよび表⽰⼀般規程（1988年）が公⽰され、本規程により、詳細な認可⼿続き、検査機関の設⽴、および消費者保護対策などが定められた。
農業省が本法の施⾏に関する責務を担う。本法の規定を実施するため、中央政府は規程を制定し、当該規程では以下の事柄の全部または⼀部について定める
ことができる。

⼀覧表の全物品の品質を⽰す等級指定の決定
すべての等級指定により⽰される品質の定義づけ
特定の等級指定を意味する等級指定マークの規定
規定された条件に従い、マークが規定された物品、または物品を含有するカバー、あるいは物品に添付される表⽰に等級指定マークを付ける、個⼈また
は団体への権限付与
売買の⽅法、物品が包装されるべき⽅法、⽤いられるカバーのタイプ、および各カバーに⽰される重量、数、または他の⽅法で計測される量に関する事
柄を含む、前項で⾔及された条件の規定
等級指定マークの複製、または等級指定マークが付けられるカバーあるいは表⽰の製造または使⽤、もしくは等級指定マークが付けられる物品の検体検
査および調査などの品質管理の⽅法、ないしは物品の種類の販売促進のため実施される広報活動に必要な器具の製造または使⽤に関連して⽣じる費⽤の
⽀払いの規定
等級指定マークの条件の規定に⼀致しない⽅法でマーク付けされた産物の押収および廃棄の規定
規定を要する、またはおそらく要する他の事柄

3.5  乳児⽤代⽤乳・哺乳瓶・乳児⾷（⽣産・供給・流通規則）法（1992年、改正2003
年）（IMS法）

3.6  度量衡基準法（1976年）および規程（1977年）

3.7 農産物（格付けおよび表⽰）法（1937年）、格付けおよび表⽰⼀般規程（1988年）

http://consumeraffairs.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/PCR_Amendment_2017.pdf


インドの原⼦⼒活動の基本法は原⼦⼒法（1962年）である。本体制の頂点にあたる組織は、原⼦⼒政策を決定する原⼦⼒委員会（AEC）である。さらに、
原⼦⼒局（DAE）および原⼦⼒規制委員会（AERB）などの下位機関により、原⼦⼒に関する多数の規則および規程が制定され施⾏されている。DAEは⾸相
の直接管理下にあり、研究所、業界、および原⼦⼒発電所を傘下に置く。AERBは原⼦⼒法（1962年）により規定されて1983年に設⽴され、安全管理と規
制機能に関して独⽴した責任を有し、また、安全規則および規程を策定し、DAEの各セクションおよびX線放射業者を管理する権限を有する。主要な法令を
以下に挙げる。

原⼦⼒法（1962年）
原⼦⼒（仲裁⼿続き）規程（1983年）
原⼦⼒（採鉱場での採掘、採掘物、および所定の物質の取扱い）規程（1984年）
原⼦⼒（放射性廃棄物の安全な処理）規程（1987年）
原⼦⼒（⼯場）規程（1996年）
原⼦⼒（⾷品照射管理）規程（1996年）
原⼦⼒（被ばく保護）規程（2004年）
原⼦⼒損害に対する⺠事責任法（2010年）

消費者保護法（1986年）は消費者利益のより良い保護を⽬指し、この⽬的に沿って消費者紛争とそれに関連する事柄を解決するため、消費者保護評議会お
よび他の機関設⽴の規定を定めることを求めている。さらに、消費者保護規程（1987年）が1987年4⽉に発効した。これらの法は消費者問題・⾷糧・公的
分配省消費者問題局により施⾏される。消費者保護法（1986年）により以下の消費者の権利が定義された。

⽣命および財産に有害な商品の売買から保護される
不公正な取引慣⾏から保護されるため、商品の品質、量、有効性、純度、規格、および価格について情報提供を受ける
可能な場合常に、商品の監督官庁に低い代価でアクセスする機会が保証される 
適切な裁判所で、意⾒聴取および消費者の利益への⼗分な考慮が保証される
不公正な取引慣⾏または悪辣な消費者搾取に対し救済策を求める
消費者教育

消費者保護法（1986年）に基づき、中央および州レベルで設⽴される消費者保護評議会が、これらの⽬的を推進し保護するよう求められる。消費者紛争に
迅速で容易な救済策を提供するため、地域、州、および中央レベルにおける準裁判所機構の設⽴が求められる。これらの機構は通常消費者裁判所と呼ばれ、
県の消費者紛争救済（CDR）フォーラム、州および中央のCDR委員会が含まれる。

Proprietary Foodと新製品認可

FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）により規定されていない⾷品については、同規則「2.12︓Proprietary Food」に規定した要
件に準拠しなければならないとされている。

以下に、Proprietary Food に関する概要を⽰す。

1) Proprietary Foodとは、FSS規則（2011年）において規格が標準化されていない⾷品を意味する。但し、新規⾷品、特別⽤途⾷品、特別医療⽬的⽤⾷
品、機能性⾷品、栄養補助⾷品、健康補助⾷品及び当局の通達による⾷品等は含まれない。

2)Proprietary 
Foodは、FSS規則（2011年）において定められた表⽰要件などの規定に加え、以下の要件も満たさなければならない。すなわち、

(1) FSS規格の下で規格化された素材、若しくは規格化された⾷品に使⽤される添加物以外の素材のみを使⽤しなければならない。但し、微量栄養素の
RDA（推奨栄養所要量）を超過しない範囲であればビタミン類やミネラル類を含んでいても良い。

(2)⾷品の特質または組成や、FSS規則（2011年）に該当する⾷品区分を説明する名称は、可能な限り明瞭に表⽰に記載されなければならない。

(3) Proprietary Foodは、FSS規則（2011年）と付録A・Bに定められた他のすべての条項に準拠しなければならない。付録Aは⾷品中の⾷品添加物の使⽤に
関し、付録Bは微⽣物学的要件に関するものである。

(4) Proprietary Foodは、適切且つ科学的な根拠によって⽴証されていない限り、製品のラベルに健康強調表⽰を記載してはならない。

3.9  核施設および放射線施設の規制の枠組み

3.10  消費者保護法（1986年）および規程（1987年）

http://ag2.wmtest.me/all.html?country=IND&selected=


また、FSSAIの新製品認可（NPA）⼿順（2012年12⽉11⽇）にはProprietary 
Foodが含まれている。⽬的は、⾷品の安全性および公衆衛⽣さらには円滑な取引の継続を⼗分考慮した上で、製品認可⼿順のさらなる効率化とこれらの⾷品
の時宜に即した認可である。以下の⼿順が遵守されなければならない。

新製品認可⼿順︓http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/productApproval%2810-12-2012%29.pdf

a.製品認可に関して以前公表された勧告および説明はすべて、「新製品認可⼿順」と称される新⼿順に置き換えられる。

b. 本⼿順はFSSAIウェブサイト（www.fssai.gov.in）における通知⽇から発効するものとする。

c.以下のガイドラインが適⽤される。

1. NPA⼿順の対象である、製品認可を得なければならない⾷品または⾷品区分

1a. 以前の法／命令（⾷品偽和防⽌法［PFA］、乳および乳製品命令［MMPO］、⾷⾁製品命令［MFPO］など）により認可されて2011年3⽉31⽇以前に市
販されているProprietary Food、または市販が意図される新たな⾷品で、かつ新規⾷品、機能性⾷品、栄養補助⾷品、照射⾷品、遺伝⼦組換え⾷品、特定⾷
事療法⽤⾷品、あるいは植物、ハーブ、または動物起源の抽出物または濃縮物を含んでいない⾷品は、以下の条件において製品認可を得なければならない。

I.⾷品事業者（FBO）が、表⽰（市販される製品に添付される予定の表⽰の写し）に記載通りの材料および⾷品添加物の完全なリストを提供している。

II. FBOが、インド⾷品区分コードで適⽤可能な区分番号を提供している。

III.申請書が上記1aに⽰された条件および書式（書式1a）に従っている場合、FSSAIは製品を承認し、FBOは以下のパラグラフ（2）に定められた通り、認
可取得へと進むことができる。

1b. 以前の法/命令下で認可されていたか上市を意図されていたかにかかわらず、Proprietary Foodと表⽰される⾷品で、新規⾷品、機能性⾷品、栄養補助
⾷品、照射⾷品、遺伝⼦組換え⾷品、特定⾷事療法⽤⾷品または植物、ハーブあるいは動物起源の抽出物または濃縮物を含有するものは、以下の2. 認可の条
件に定める通り、製品認可を申請して暫定NOCを得なければならない。

1c. 製品認可を要する⾷品には、FSSAI（書式1b）規定される申請書を作成しなければならない。さらに、

I.FSS規則（2011年）またはCodex（JECFA）で承認されたビタミン・ミネラル、⾷品添加物を除き、すべての材料について安全性を実証する資料が必要で
ある。

II.FBOはまた、セクション22で規定される栄養補助⾷品、特定⾷事療法⽤⾷品、機能性⾷品など、市販を意図する⾷品が属する区分、または国際規制で認
められている区分を明らかにしなければならない。

2. 認可の条件

2a. 製品認可⼿順により与えられる認可はすべて、中央認可局から1年間有効で交付されるものとし、その後は各州の規則規制に従って各州の認可局へ移⾏
するとみなされる。

2b. 本勧告の1a号に該当する製品は、FSS（⾷品事業の認可および登録）規則（2011年）下の⾷品に適⽤可能な⼀般要件に従い、認可申請されなければな
らない。

2c. 1b号に該当する製品は、製品承認取得後で以下の条件に従う限り、暫定異議なし証明書（PNOC）の交付が検討される。

I.未だ上市されていない新たな製品については、FSS（⾷品事業の認可および登録）規則（2011年）の条件下で、規定通り認可申請に対して異議なし証明書
（NOC）が交付される。決定を下すための安全性データが不⼗分である場合、FBOはNOCの交付以前に（追加の）安全性データを提出するよう要求される。

II. 製品が現在国産品および輸⼊品双⽅として市販されており、以前の法／命令下で認可されていた場合、FBOが必要な⾷品／材料／添加物承認を規定の時
間内に得るとの条件で、（暫定NOC交付⽇から）1年間の期限付きで、暫定NOC（PNOC）が交付される。

III. 認可⼿順下で申請が却下された場合、当該製品はFSS規則（2011年）に定められた規定に従わなければならない

2. ⾷品添加物

2. ⾷品添加物に関する規制

http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/productApproval%2810-12-2012%29.pdf
http://www.fssai.gov.in/


「⾷品添加物」は、FSS法（2006年）第1章序⽂第3条に以下の通り定義されている。

（k）「⾷品添加物」とは、栄養価の有無にかかわらず、通常単独で⾷品として消費されることがなく、また⾷品に含まれる典型的成分として使⽤されるこ
とのないあらゆる物質を意味し、⾷品の製造・加⼯・調製・処理・充填・包装・輸送における（感覚刺激的⽬的を含む）技術的⽬的のために⾷品に意図的に
添加されるものであり、（直接的または間接的に）添加物またはその副産物が当該⾷品の成分となる、あるいは⾷品の特性に影響を及ぼすことになる、もし
くはこれらを合理的に期待することができるものであるが、⾷品添加物には、「汚染物質」、および栄養価を維持・改善させるために⾷品に添加される物質
は含まれない。

また、FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）第3章2条には、⾷品に添加される物質に以下の⾷品添加物区分が存在する。これらの区分の⼤部分
についても、各セクションにそれぞれ定義及び⽤法を記載している。

《着⾊料、⽢味料、パン酵⺟、乳酸、アスコルビン酸、プロピオン酸カルシウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸カリウム、保存料、pH調整剤、ゲ
ル化・増粘・安定剤、酸化防⽌剤、⾵味増強剤、艶出し剤、保湿・分散剤、⽢味・湿潤・捕捉剤》

「⾹料」については、同規則第3条に以下の記載がある。

1)⾹料には、⾹料物質、⾹料抽出物、または⾹料調整品などがあり、これらはフレーバーの特性、すなわち味または⾹りあるいは双⽅を⾷品に与えることが
できる。⾹料は以下の3タイプに分けることができる。

3.3.1. 
(i)天然⾹料および天然⾹料物質とは、それぞれ⾹料調整品および単⼀物質を意味し、ヒトの消費に容認可能であり、ヒトの消費に供するために植物から物理
過程によってのみ得られる。

(ii)天然と同⼀の⾹料物質とは、芳⾹性原料から化学的に分離された、または合成的に得られた物質を意味する。これらは天然物中に存在する物質と化学的に
同⼀であり、加⼯の有無にかかわらずヒトの消費⽤に意図されている。

(iii)⼈⼯⾹料物質とは、天然物中に同定されたことがない⾹料物質を意味し、加⼯の有無にかかわらずヒトの消費⽤に意図されている。

「加⼯助剤」はFSS法（2006年）第4章⾷品に関する⼀般規定の第19条に、「いかなる⾷品も、本法の条項およびその下に作成された規制に従っていない限
り、⾷品添加物または加⼯助剤を含有してはならない。「加⼯助剤」とは、処理・加⼯時における⼀定の技術的⽬的を果たすために、原料、⾷品またはその
成分の加⼯に⽤いられるあらゆる物質または材料を意味し、加⼯助剤は装置および器具を含まず、単独で⾷品原料として消費されることはないが、残留物ま
たは派⽣物が最終製品中に意図せず必然的に存在することがある。」と記載されている。

認可⾷品添加物については、FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）で説明・定義されており、認可⾷品添加物の使⽤規格の中に
は本規則で記載されているものもある。同規則の第3章︓⾷品に添加される物質には以下の記載がある。

3.1︓⾷品添加物︓  
3.1.1: 1)これらの規則に含まれる⾷品添加物︓ここに記載されている⾷品添加物は、規則の条項に準拠して⾷品に使⽤するのに適していると認められてお
り、⼀⽇許容摂取量（ADI）が設定されているか、若しくは他の基準に基づき安全と決定され、規則に準拠して添加物の使⽤が技術的に正当と考えられる。

なお、付録Aには⾷品添加物リストが、⾷品区分における添加物の最⼤量／制限とともに含まれている。中には、⼀部の⾷品区分における規格で⾷品添加物
の使⽤制限／最⼤量が記載されているものがある。例えば、乳児⽤調製粉乳に使⽤可能な添加物の特別なリストがある。さらに、⾷品添加物区分のセクショ
ンの中には、⼀部の⾷品区分における当該添加物の使⽤最⼤量／制限を有するものがある。

インドでは認可添加物のみが⾷品に使⽤可能であるが、⾷品添加物には、特定の⾷品区分に対して相互に使⽤の制約または規格が課されることがある。

すべての⾷品において使⽤禁⽌を⽰す⾷品添加物（⾹料）リストが、FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）3.3.1.(4)に⽰されて
いる。 
4)⾹料の使⽤に対する制約 
以下の⾹料はいかなる⾷品においても使⽤が禁⽌される。すなわち 

2.1. ⾷品添加物の定義とその区分

2.2. 認可⾷品添加物およびその使⽤規格

2.3. ⾷品への使⽤が禁⽌される物質



(i)クマリンおよびジヒドロクマリン 
(ii)トンカ⾖（ディプティル・アダリット） 
(iii)β-アサロンおよびシンナミルアントラニル酸 
(iv)エストラゴール 
(v)エチルメチルケトン 
(vi)エチル-3-フェニルグリシデート 
(vii)オイゲニルメチルエーテル 
(viii)メチルβナフチルケトン 
(ix)P.プロピルアニソール 
(x)サフロールおよびイソサフロール 
(xi)ツジョン、イソツジョン、αおよびβツジョン

FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年）のセクション3.2︓規格には、今までのところ着⾊料の指定のみが3.2.1で記載されている。 
サッカリンナトリウムなどの⽢味料の規格が⾷品規格（セクション2.8）にある。⼀⽅、インド基準局（BIS）は91の⾷品添加物の規格を設定している。 
現在の⾷品および⾷品添加物に対する規制の枠組みにおいてBIS認証は任意であるが、特定⾷品添加物の輸⼊業者はBISに登録しなければならない。

FSS規則に記載されていない⾷品添加物または新規⾷品添加物は、FSSAIから認可を取得しなければならない。⾷品添加物および加⼯助剤の使⽤最⼤量を規
定することはFSSAIの責務である。 
⾷品添加物認可のための申請書式および要約シートは、⾷品添加物、⾹料、加⼯助剤、および⾷品接触材料に関する科学パネルより2012年4⽉4⽇に発表さ
れた。これによると︓ 
「申請者は、⾷品添加物の認可／認可⾷品添加物の他の⾷品への拡⼤、および⾷品中の認可⾷品添加物の既存量の増加を、同封の規定の書式で申請しなけれ
ばならない。申請書は、インド⾷品安全・規格局所⻑（PA）宛てに提出されなければならない。」 
⾷品添加物認可のための申請書式および要約シート 
(http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Note_for_FSSAI_website(04-04-2012).pdf)

⾷品中に⽤いられる⾷品添加物の表⽰は、FSS（包装および表⽰）規則（2011年）に規定されている。2.2.2（包装済み⾷品の表⽰）は以下の通りである。 
2.(d)１つの原材料⾃体が2つ以上の原材料で構成される製品である場合、当該複合原材料は原材料リストに明記されなければならず、カッコ内に材料リスト
が重量または容積の多い順に⽰されなければならない。複合材料が⾷品の5%未満に相当する場合は、⾷品添加物を除き、複合材料の材料リストは明記され
なくてもよい。 
⾷品添加物の機能分類については、同規則（包装および表⽰）（2011年）「第5条⾷品添加物に関する表⽰」には以下通り記載している。 
5.⾷品添加物の表⽰ 
(i)⾷品添加物で、⾷品⼀般に使⽤が容認されている⾷品添加物リストに掲載され、各分類に該当するものは、以下の分類名が、具体的名称または認められて
いる国際分類番号とともに⽤いられなければならない。 
pH調整剤、酸味料、固結防⽌剤、消泡剤、酸化防⽌剤、増量剤、着⾊料、発⾊剤、乳化剤、乳化塩、固定剤、⼩⻨粉処理剤、⾵味増強剤、発泡剤、ゲル化
剤、光沢剤、保湿剤、保存料、⾼圧ガス、膨張剤、安定剤、⽢味料、増粘剤。 
着⾊料や⾹料が添加されている⾷品は、その特別な表⽰が原材料表⽰の直下になければならない。これらの要件は本規制の2.2.2.5(ii)に定められている。 
さらに、⾷品添加物の表⽰に関連し、乳児⽤代⽤乳および乳児⾷（2.4.1）、認可⾷品着⾊料（2.4.3）、塩を含有する認可凝固阻⽌剤（2.4.4.20）、フレー
バー茶（2.4.4.23）、炭酸飲料または⾮炭酸飲料⽤のフレーバー乳化剤およびフレーバーペースト（2.4.4.35）、およびグルタミン酸ナトリウムが添加され
た⾷品（2.4.4.18）、⼈⼯⽢味料添加⾷品（2.4.4.24〜29）、カフェイン添加⾷品（2.4.4.38）、および特定のチーズ⽤の遺伝⼦組換え⽣物（GMO）から
得られた酵素（2.4.4.33）については、特定の要件がある。

2.4. ⾷品添加物規格

2.5. 新規⾷品添加物の申請・認可

2.6. ⾷品への⾷品添加物の表⽰

2.7. ⾷品添加物のキャリーオーバー

http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Note_for_FSSAI_website(04-04-2012).pdf


FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年）では、「キャリーオーバー」について、3.1.1.(10)項に以下の通り記載されている。 
本規制第2章に規定される規格の⽬的のため、着⾊料、⾹料、酸化防⽌剤、凝固阻⽌剤、乳化剤、安定剤、および保存料などの添加物が、これらを⽤いた原
料または他の材料の使⽤により⾷品中に存在することに対し、「キャリーオーバー」の原則が適⽤される。汚染物質の存在はこの⽬的の対象ではない。 
キャリーオーバーの原則の適⽤による⾷品中の添加物の存在は、規制で他に特に禁⽌されていない限り、原料または他の材料を介したキャリーオーバーを含
む添加物総量が、認可された最⼤量を超えていない場合、⼀般的に認められる。 
下記⾷品には、規定された⾷品添加物以外の添加物のキャリーオーバーは認められない。 
（１）乳児、フォローアップ、乳幼児のための特別な医学的⽬的のための⾷品 
（２）乳幼児及び幼児のための補完⾷品

⽇本の⾷品添加物公定書のような⾷品添加物に関する公式な抄録は存在せず、いくつかの⾷品添加物の規格および使⽤基準は各FSS規則に記載または定義さ
れている。

3. ⾷品表⽰

3.1. 表⽰⼀般

インド⾷品安全基準局（Food Safety and Standards Authority of India）は、⾷品安全基準法2006年（Food Safety and Standards Act, 2006）（2006
年第34号）第23条、第92項に基づき、⾷品安全基準（包装および表⽰）規則2011年（Food Safety and Standards［Packaging 
and Labelling］Regulations,2011）及び、関連する⾷品安全基準規定（Food Safety and Standards Regulations）を策定した。

以下に、個々の表⽰規則の内重要と考えられる、ベジタリアン表⽰、栄養表⽰、⾷品アレルギー表⽰、原料原産地表⽰及び遺伝⼦組み換え⾷品の表⽰につい
て⽰した

FSS（包装および表⽰）規則（2011年）には、種々の⼀般的および特別な表⽰要件がある。その中でも、ベジタリアンとノンベジタリアン⾷品表⽰は、最も
ユニークな⼀般表⽰要件の⼀つである。

1.2 :定義̶ 
1.2.1 :⽂脈上他の意味に解すべき場合を除き本規則中では;

7．ノンベジタリアン⾷品とは、⿃、淡⽔あるいは海洋動物あるいは卵あるいはあらゆる動物由来の製品を含む動物の全てあるいは⼀部を原材料として含む
⾷品。ただし乳あるいは乳製品を除く。 
11．ベジタリアン⾷品とは1.2.1(7)に定義されたノンベジタリアン⾷品以外の⾷品

2.2.2  ︓包装済み⾷品の表⽰

4．ベジあるいはノンベジに関する表⽰－ 
(i) 全てのノンベジタリアン⾷品の包装は、その製品がノンベジタリアン⾷品であることを⽰すために、下記に規定された記号およびカラーコードにより、
その旨の表⽰をしなければならない。記号は、下記に⽰したように、茶⾊に塗りつぶした円からなり、直径は規則2.2.2(4)(iv)の表で規定された最少サイズ
以上でなければならない。茶⾊の正⽅形の外枠の内側には円の直径の2倍の辺がなければならない。

2.8. ⾷品添加物公定書

3.1.1. 包装済み⾷品の表⽰（ベジタリアン表⽰）



 

（茶⾊）

(ii) ノンベジタリアンの原材料として卵だけを含む⾷品は、製造者あるいは包装者あるいは販売者はこの記号に追加してその旨の表⽰をすることができる。 
(iii) 全てのベジタリアン⾷品の包装は、その製品がベジタリアン⾷品であることを⽰すために、下記に規定された記号およびカラーコードにより、その旨
の表⽰をしなければならない。記号は、下記に⽰したように、緑⾊に塗りつぶした円からなり、直径は下の表で規定された最少サイズ以上でなければならな
い。緑⾊の正⽅形の外枠の内側には円の直径の2倍の辺がなければならない。

 

（緑⾊）

3.2. 栄養表⽰

項⽬ 基準 

関連法規／規則 従来の法令、⾷品偽和防⽌法 (1955) は以下に置き換えられた。 
⾷品安全基準法（2006） 
⾷品安全基準規則 (2011) 
⾷品安全基準 (包装および表⽰) 規則(2011) 
インド基準庁(BIS)の仕様書 

栄養参照量（定義, NRVs-R/-NCD） NRVsの定義及びNRVsのリストは上記基準に⽰されている 

栄養表⽰（適⽤︓義務 もしくは任意） 新しいFSSA規則によって義務化。栄養クレーム／ヘルスクレームを⾏う場合は、その理由（正
当性）と含有量を明⽰。 
インド基準庁 (BIS) 規定では任意。 

適⽤される⾷品カテゴリー 全ての包装済み⾷品 

適⽤除外（⾷品カテゴリー） 適⽤無し 

（⾷品事業者の規模） 適⽤無し 

栄養成分リスト（栄養成分、記載順） 熱量、たんぱく質、脂質、炭⽔化物（糖質と⾷物繊維）、ナトリウム 

その他の栄養成分 その他の栄養成分 

栄養成分量の表⽰⽅法 
（表⽰⽅法 100g/ml 、1サービング、⼜は1包装
分あたり） 

100g/ml あたり(パッケージ) 
またはサービングあたり。サービングの詳細を明記 

（表⽰する値︓⼀定値もしくは幅表⽰） ⼀定値／幅表⽰ 

（分析値もしくは計算値） 分析値または計算値が認められる 

栄養表⽰のための⾷品成分表／データベースの利
⽤ 

認められる 



栄養表⽰のための⾷品成分表／データベース インド医療評議会と国⽴栄養研究所のデータ表 

栄養成分の計算 （エネルギー／たんぱく質／炭
⽔化物／脂質) 

Codexガイドラインに準ずる 

公差と適合性（誤差範囲） 栄養素に定められた特定の許容量はない 

表⽰⽅法の特⾊ （フォーマット、%NRV、表
⽰） 

⼀覧表形式。 
%NRV 表⽰の適⽤はない 

（パッケージ正⾯の表⽰、FOP） 主要表⽰パネルに適⽤されるFOP表⽰はない 

栄養表⽰の⾏政／順守（政府所管当局／官庁） FSSAIと地⽅⾃治体の⾷品安全局 
BISの認証システム 

査察と罰則 定期的な査察、罰則規定あり 

1999年のCodex Alimentarius Commissionガイドラインには、加盟国の⾷品ラベルには⼀般的な⾷物アレルゲンの名称を含めることが義務付けられてい
る。⾷品へのアレルギーが世界中で増加しているため、世界の殆どの国で、⾃国のアレルギー性⾷品に応じてラベルにアレルギー性⾷品を記載することが義
務付けられている。インドでは、アレルゲンに対する義務的表⽰はないが、⾷物アレルゲンは問題となっており、法制化の必要が⾼まっている。また、⾷品
と⾷材は現在、世界各国との間で輸出⼊されているため、アレルゲン警告が必須且つ重要である。インド製品にアレルゲンラベルがない場合は、多くの場
合、輸⼊が許可されておらず、⽶国では、インドの⾷品にはアレルゲンラベルが無いために、輸⼊が拒絶される理由の1つとなっている。インドでは、現
在、乳児⽤ミルク代替品を除き、⾷品に指定されている⾷品アレルゲンの表⽰は義務付けられていない。 FSS包装および表⽰）規則（2011年）では、幼児
⽤ミルク代替品にアレルギー性⾷品の義務的表⽰が規定されている。 
第2.4.1条第7項 ︓ ⽜乳/⽔⽜の乳タンパク質⼜は⼤⾖タンパク質に対してアレルギーを有する幼児のための乳児⽤⽜乳代替品の容器⼜は容器のラベルに
は、⼤⽂字で"HYPOALLERGENIC FORMULA"（低アレルギー性乳幼児⽤調整乳）及び"医学的助⾔の下で服⽤する"旨を明⽰しなければならない。 
⽬下FSSAIの専⾨家委員会は、消費者を守るために義務的なアレルゲンの表⽰草案の作成に取り組んでいる。 

消費者に適正な情報を提供するために、FSS（包装及び表⽰）規則（2001年）には輸⼊⾷品・原料に関して表⽰義務が規定されている。 
（ⅲ）インドに⾷品を輸⼊した場合、容器には輸⼊者の名前と住所の詳細を明記しなければならない。 インド国外で製造された⾷品をインドで充填⼜は包
装した場合、容器には⾷品の原産国名および輸⼊者、国内の充填及び包装場所の詳細を明記しなければならない。

（ⅰ）インドに輸⼊された⾷品のラベルには、原産国名を明記しなければならない。

（ⅱ）原産地以外の国で、⾷品の性質を変えるような加⼯が⾏われる場合、加⼯を施した国は原産国と⾒做されるものとする。

インドのバイオテクノロジー規制の基本法は、1986年環境保護法（Environmental Protection Act,1986: EPA）であり、この法律において、遺伝⼦組換え
作物の研究開発、商業栽培、⾷品・飼料の輸⼊などの承認に関する諸規定が定められている。本法のもとで、「有害微⽣物および遺伝⼦組換え⽣物の製造、
利⽤・輸出⼊、保管に関する規則」（1989年）が定められ、この⾏政規則により規制が⾏われている。

⾷品安全の審査に関しては、2006年3⽉、保健家族福祉省（MHFW）が⾷品偽和防⽌法（PFA、1955年）の改訂案を公表し、表⽰対象を遺伝⼦組換え⾷品
にまで拡張するために「⾷品安全基準法(2006年)」のなかで遺伝⼦組換え⾷品（加⼯品を含む）に関する条項を含めた。しかし、インド⾷品安全基準庁
（FSSAI）による施⾏細則が未制定であり、⾷品安全基準法の下での規制は⾏われていない。現状は環境森林省の遺伝⼦⼯学審査委員会（GAEC）が、1986
年環境保護法の下で⾷品規制を所管している。

包装⾷品に関しては、消費者問題・⾷品・流通省（MCAFPD）・消費者局（DCA）が、遺伝⼦組換え⾷品表⽰の規定を「法定度量衡（包装済み商品）」規程
（2011年、改正2012年、発効2013年1⽉）に盛り込み、遺伝⼦組み換え物質（GM）が含まれる⾷品には、表⽰が義務化されるようになった。しかし、こ
の規制には罰則が無く、実効性が疑問視されている。

3.2.1. ⾷品アレルギー物質表⽰

3.2.2. 原料原産地表⽰

3.2.3. 遺伝⼦組み換え⾷品の表⽰

https://cbijapan.com/data/glossary/epa%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%BA%81/
https://cbijapan.com/data/glossary/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%97%EF%BC%89/
https://cbijapan.com/data/glossary/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%97%EF%BC%89/


２．（ｂ）ⅱ 「遺伝⼦組み換え⾷品が含まれる商品は全て、主な表⽰の最上部に『GM』と⾔う⽂字を⽰さなくてはならない」。 
◎有害微⽣物および遺伝⼦組換え⽣物の製造、利⽤・輸出⼊、保管に関する規則」（1989年） 
http://www.elaw.org/system/files/Import%20of%20GM%20Rules.pdf 
◎法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2012年） 
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/1st-amendment-of-2012-in-PCR.pdf

農林⽔産省⾷料産業局輸出促進課
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4. 健康強調・機能性⾷品

4.1. 栄養強調表⽰

インド⾷品安全基準局（Food Safety and Standards 
Authority of India）は、⾷品安全基準法2006年（Food Safety and Standards Act, 2006）（2006年第34号）第23条、第92項に基づき、⾷品安全基準
（ヘルスサプリメント、ニュ－トラシュウティカルズ、特別⾷事⽤途⾷品、特別医療⽤途⾷品、機能性⾷品及び新規⾷品）規則2016年を策定し、2018年1
⽉1⽇より実施した。

項⽬ 基準 

関連法規／規則 ⾷品安全基準法（2006） 
⾷品安全基準規則 (2011) 
⾷品安全基準 (包装および表⽰) 規則（2011) 
⾷品安全基準（ヘルスサプリメント、ニュウトラシュウティカルズ、特別⾷事⽤途⾷品、特別医療⽤途⾷品、
機能性⾷品及び新規⾷品）規則2016年 

定義（栄養素含有量／⽐較強調表
⽰） 

Codexガイドラインに準ずる 

栄養素含有量強調表⽰ 条件の規定あり 

栄養素⽐較強調表⽰ 条件の規定あり 

無添加表⽰（糖類／ナトリウム塩の
無添加） 

条件の規定あり 

栄養強調表⽰の⾏政／順守（政府所
管当局／官庁) 

FSSAI と地⽅⾃治体の⾷品安全局 

査察と罰則 定期的な査察、罰則規定あり 

3.2.4. 法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2012年）

栄養強調表⽰

栄養機能及び健康強調表⽰

https://cbijapan.com/data/glossary/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%97%EF%BC%89/
http://www.elaw.org/system/files/Import%20of%20GM%20Rules.pdf
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/1st-amendment-of-2012-in-PCR.pdf


項⽬ 基準 

関連法規／規則 ⾷品安全基準法（2006） 
⾷品安全基準規則(2011) 
⾷品安全基準 (包装及び表⽰)規則 (2011) 
⾷品安全基準（ヘルスサプリメント、ニュウトラシュウティカルズ、特別⾷事⽤途⾷品、特別医療⽤途⾷品、機能性⾷品及
び新規⾷品）規則2016年 

定義（健康強調表⽰を
した⾷品を指す名称が
有る場合はその名称） 

健康強調表⽰は、その栄養素の成分または栄養、健康、及び特定の疾患状態の間に関係が存在することを述べ、⽰唆し、⽰
唆する⾷品に関する表現を意味する。 
⾷品に関する健康強調表⽰は、次の2つの必須成分、すなわち - 
（i）栄養素⼜は栄養的成分; 及び（ii）健康に関連した便益 
⾷品に関する健康強調表⽰は、次の種類を含むが、これらに限定されない。（i）栄養機能強調表⽰（ii）その他の機能強調表
⽰（iii）疾病リスク低減強調表⽰（iv）健康維持に関する強調表⽰（v）免疫に関わる強調表⽰ – 免疫耐性の増加（ワクチン
を除く）（vi）抗加齢に関する強調表⽰ 

栄養機能強調表⽰（栄
養機能表⽰をした⾷品
を指す名称が有る場合
はその名称） 

ヘルスサプリメント（Health Supplements）︓ 
（i）ヘルスサプリメントは、5歳以上の⼈の通常の⾷⽣活を補うために使⽤。（ii）ヘルスサプリメントには、アミノ酸、酵
素、ミネラル、タンパク質、ビタミン、その他の⾷物物質、植物または植物、プレバイオティクス、プロバイオティクス、
動物起源の物質または他の同様の物質の1つまたは複数の栄養源 単独でまたは組み合わせて提供されるが、1940年の薬物お
よび化粧品法（1940年の23）の第3節（b）に定義されている薬物ではない、既知で確⽴された栄養的または有益な⽣理学
的効果 のあるもの。 
 
ニュ－トラシュウティカルズ（Nutraceuticals）︓ 
（i）ニュ－トラシュウティカルズは、⽣理的利益をもたらし、健康を維持するのに役⽴つ。（ii）制御された条件下で発酵に
よってアミノ酸及びその誘導体を調製、⾷品または⾮⾷品源からニュ－トラシュウティカルズを抽出、単離及び精製するこ
とができる。（iii）顆粒、粉末、錠剤、カプセル、液体、ゼリー⼜はゲル、半固体及び他の⾷品形態で調製及び販売すること
ができ、袋、アンプル、 
⾮経⼝投与のためのものを除いて測定された単位量としての他の任意の形式で投与することができる。 

その他の機能強調表⽰
（他の機能表⽰をした
⾷品を指す名称が有る
場合はその名称) 

疾病リスク低減強調表
⽰（適⽤される⾷品を
指す名称） 

承認／認証の種類（規
格基準型／ 事前承認
型） 

2013年の⾷品安全基準 ( 包装および表⽰)の第1回⽬の改正規則の通知(ラベルのライセンス番号に関する) 

（⾷品／特定の組成成
分に対する承認） 

商品個別 

健康強調表⽰に関する
科学的実証 

承認には証拠書類の提出が必要。 根拠を伴う申請書とフォーマット 

実証のプロセス（審査
組織の構造、政府所管
当局／官庁／委員会） 

申請強調表⽰とラベルをFSSAIに申請 
⇒ 科学パネルによる申請強調表⽰とラベルの評価 ⇒ 商品登録と承認 

実証の基準および／ま
たは効果の評価 

証拠書類が必要 

特定の安全性に関する
事項 

証拠書類が必要 

再評価 詳細は定められていない 

製品品質に関する事項
（GMP, ISO, HACCP
または他の評価尺度） 

証拠書類が必要 

有害事象に関する報告
システム（義務／任
意） 

詳細は定められていない 

健康強調表⽰の⾏政／
順守（政府所管当局／
官庁） 

FSSAIと地⽅⾃治体の⾷品安全局 

査察と罰則 定期的な査察、罰則規定あり 



ダイエタリー／フード
／ヘルス サプリメン
トに関する関連法規／
規則 

詳細な定義は定められていない 
⾷品と同様に取り扱われる 
新しい規則が正式化に向けて準備されている 

定義（ダイエタリーサ
プリメントおよび／ま
たはフードサプリメン
トおよび／またはヘル
スサプリメント） 

詳細な定義は定められていない 
⾷品と同様に取り扱われる 

サプリメントの⾏政／
順守（政府所管当局／
官庁） 

詳細な定義は定められていない 
⾷品と同様に取り扱われる 

5. 製造⼯程認証

インドでは、インド基準庁（BIS）が消費者問題・⾷糧・公的分配省消費者問題局の管理下で、インド基準庁法（1986年）および関連法規に基づいて製品認
証制度を実施する。BISは、農業従事者、織物業者、電気機器製造業者、および他の広範な⽣産業者を含む供給業者に対し、ISIマーク（図1）と呼ばれる認
証マークの使⽤を認可している。

BISの⾷品・農業部は、多岐にわたる⾷品分野で1800種の規格を有する。BISは1986年以前にはインド規格機関（ISI）と呼ばれていたことから、現在も依
然としてISIマークを使⽤している。製品認証システムは原則的に任意システムであるものの、製品の中にはBIS認証のISIマークを取得することが義務づけ
られているものがある。

BISの強制的認証リストには、全産業83種の製品中、下記15種の⾷品関連製品がある。全ての強制的認証規格は、FSS（販売の禁⽌・制限）規則（2011
年）、溶媒抽出油、脱脂ミールおよび⾷⽤⼩⻨粉（管理）指令（1967年）、または乳児⽤代⽤乳・哺乳瓶・乳児⾷（⽣産・供給・流通規則）法（1992年）
および規程（1993年）へと既に統合されている。各法により以下の製品が規定される。

FSS（販売の禁⽌・制限）規則（2011年）

粉乳
練乳、部分脱脂練乳および脱脂練乳
乳－穀類を基にした離乳⾷
加⼯穀類を基にした乳児⽤補助⾷品
超⾼温殺菌加糖練乳
脱脂粉乳・標準等級
脱脂粉乳・特級
部分脱脂粉乳
乳タンパクを基にした乳児⽤代⽤乳
容器⼊り天然ミネラルウォーター
容器⼊り飲⽤⽔（容器⼊り天然ミネラルウォーターを除く）
育児⽤ミルク処⽅による補助⾷品（フォローアップミルクフォーミュラ）

溶媒抽出油、脱脂ミールおよび⾷⽤⼩⻨粉（管理）指令（1967年）

ヘキサン・⾷品等級
乳児⽤代⽤乳・哺乳瓶・乳児⾷（⽣産・供給・流通規則）法（1992年）および規程（1993年）

プラスチック製哺乳瓶
ガラス製哺乳瓶

インド規格（「ISI」マーク）



図3︓ISIマーク

なお、BIS 法は改正され、新法（Bureau of Indian Standards Act 2016）が2017年10⽉12⽇から施⼯された。対象品⽬は増加し、罰則も強化される。ま
た管轄機関としてのBISの名称はインド国家標準局（National Standard Body of India）に変更された。

Bis Act 2016 : http://www.bis.gov.in/index.asp

インドにおける微⽣物⾷品の安全性は、⾷品偽和防⽌法（1954年）および規程（1955年）、果実製品指令（1955年）、⾷⾁製品指令（1973年）、および
植物油製品（管理）指令（1947年）などの種々の規制機構により実施されている。しかし、これらの規制では⾷品規格を定めてはいるものの、混⼊源を特
定して阻⽌することまでは求めていない。このため、インドは⾷品規制を再構築し、総体的なアプローチとして⾷品安全、⾷品衛⽣、および⾷品品質の確保
と強化に取り組むこととし、FSS法（2006年）に基づいてFSSAIを設⽴した。

BISは微⽣物⾷品の安全性に関する多くの規格を制定した。BISは、⾷品中の病原微⽣物の計測・検出⽅法、および微⽣物学的研究のため培地で⽤いられる
材料の規格を策定した。加⼯⾷品⽤の微⽣物学的パラメーターの限界値が、各インド規格において明記された。BISはまた、多様な⾷品業界のための衛⽣条
件規範を策定し、Codex HACCP、⾷品衛⽣指針、およびISO 22000をインド規格として採⽤した。

相互に関連する⾷品事業者を網羅的に指導するため、⽬下、適正衛⽣規範（GHP）、適正製造規範（GMP）、適正販売規範（GRP）、および適正農作業規
範（インドGAP）などの重要な適正規範を策定中である。

⿂及び海産物の微⽣物規格に関するFSS(⾷品規格及び⾷品添加物)改正規則（2017年）が20018年に発効した。

6-1. 個別⾷品規格／調味料類

調味料類―味噌、醤油

インドにおける調味料類―味噌、醤油の規格については調査対象ではない。

6-2. 個別⾷品規格／菓⼦類

ココア・チョコレート製品

⾷品区分 ココア・チョコレート製品 

規格 
項⽬ 

コーデックス
規格 

FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）） FSS規則 

微⽣物⾷品安全性規制

http://www.bis.gov.in/index.asp
http://ag2.wmtest.me/all.html?country=IND&selected=


規格名 FCSコード
5.0; 5.1 

2.7.4  チョコレート 
付録ＡⅡ⾷品区分説明書 
5.1  類似品およびチョコレート代替品を含むココア製品およびチョコレート製品 

他のGMP、
HACCP、ISO
による基準は
全て任意であ
り、顧客およ
び地⽅特有の
ニーズに応じ
て製造者が採
⽤する。 
インド基準局
の任意基準の
多くはGMP、
安全性、製
造、および製
品品質のISシ
リーズとして
⼊⼿可能であ
る。これらの
基準は全て任
意である。 

範囲 5.1  全て
のチョコレー
ト及びココア
製品 

 
5.1.1 ココア混合物（粉末）およびカカオマス 

 
5.1.2 ココア混合物（シロップ） 

 
5.1.3 ココアおよびチョコレート製品 

 
5.1.4 チョコレート代替物およびその製品 

 



説明 5.1.1  ココア混合物（粉末）およびカカオマス︓ 
他のチョコレート製品の製造またはココアベース飲料の調製に⽤いられる種々の製品が含まれ
る。⼤部分のココア製品は、カカオ⾖から殻などを完全に取り除いたカカオニブを原料として
いる。カカオマスはカカオニブを機械的に粉砕して得られる。⽬標とするチョコレート完成品
によっては、カカオニブまたはカカオマスにアルカリ化⼯程処理を施して⾵味を豊潤にする。
カカオダストとは、⾵選および胚の除去によって製造されるカカオ⾖の破⽚である。ココア粉
末は、圧搾（搾油機などで）によりカカオマスまたはカカオリカーの含有脂肪量を低減させた
後、型に⼊れて圧縮カカオ塊としたものを粉砕・製粉して製造される。カカオリカーとは、カ
カオニブを焙煎、乾燥、粉砕、製粉して製造される、均⼀で流動性のあるペーストである。コ
コア－砂糖混合物はココア粉末および砂糖のみを含有する。飲料⽤チョコレート粉末は、カカ
オリカーまたはココア粉末および砂糖から製造され、⾹料（バニリンなど）が添加されること
もある。例として飲⽤チョコレート粉末、朝⾷⽤ココア、ココアダスト（細粒）、カカオニ
ブ、カカオマス、カカオ圧縮塊、カカオリカー、ココア混合物（温かい飲料を調製するための
粉末）、ココア－砂糖混合物、および菓⼦製造⽤砂糖－ココア乾燥混合物が挙げられる。最終
的なココア飲料およびチョコレートミルクは区分 1.1.2 に含まれ、⼤部分の最終チョコレート
製品は区分 05.1.4 に含まれる。 
5.1.2  ココア混合物（シロップ）︓ 
カカオリカーに細菌アミラーゼを添加して製造されることのある製品。この酵素で、ココアで
んぷんの可溶化および糊化によるシロップの濃化および固化を防⽌する。チョコレートミルク
または温かいチョコレート飲料の調製に⽤いる製品が含まれる。チョコレートシロップは、区
分 5.4 に記載のファッジソース（アイスクリームサンデー⽤など）とは異なる。 
5.1.3  ココア及びチョコレート製品︓ 
チョコレートはカカオニブ、カカオマス、圧縮カカオ塊、ココア粉末、またはカカオリカーを
⽤いて製造され、砂糖、ココアバター、芳⾹物質または⾹料、および任意の材料（ナッツな
ど）の添加の有無にはかかわらない。本区分はチョコレート⽤である。製菓⽤には規格を満た
すチョコレートが⽤いられ、チョコレートをかけたナッツおよび果実（レーズンや、カシュー
ナッツ、アーモンドなど）や、チョコレートをかけたキャラメルおよびウエハースなど、他の
材料が含まれることがある。 
本区分には、⾷品区分 05.2 の範囲内の菓⼦のチョコレート部分のみが含まれる。例としてボ
ンボン、ココアバター菓⼦（ココアバター、乳固形分、および砂糖から成る）、ホワイトチョ
コレート、チョコレートチップ（ベーカリー⽤など）、ミルクチョコレート、クリームチョコ
レート、スイートチョコレート、ビターチョコレート、コーティング⽤チョコレート、砂糖ベ
ースの「殻」および着⾊されたデコレーションでコーティングされたチョコレート、フィリン
グ⼊りチョコレート（⻭ごたえの異なる中⼼部と外部コーティングから成り、区分7.2.1 およ
び 7.2.2 の⼩⻨粉菓⼦およびペストリー製品を除く）、可⾷材料およびチョコレート複合物を
加えたチョコレートが挙げられる。本区分には、ヨーグルトやシリアル、蜂蜜をかけたナッツ
（区分 15.2）は含まれない。 
5.1.4  チョコレート代替物およびその製品︓ 
ココアベースであるか否かに拘わらず、チョコレート⾵の製品を含み、イナゴマメチップスの
ようにチョコレート同様の⾵味を有している。ココアバター以外に５％以上の植物性脂肪を含
むココアベースの製品は、チョコレート規格範囲から除外されている。これらのチョコレート
⾵の製品は、オプション成分を追加することができ、充填菓⼦を含めることができる。この区
分は⾷品区分5.2のうち、任意の菓⼦のチョコレート⾵の部分のみが含まれる。 

必須成分およ
び品質要因 

詳細はFSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）2.7.4項参照 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年）の付録Aに準拠する 

汚染物質 規定はない 

衛⽣ GMPガイドラインによる 

重量および容
量 

法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2017年） 
 
包装サイズは本規格の付則2による。 

表⽰ FSS（包装および表⽰）規定2011年に準拠する 

分析およびサ
ンプリング法 

FSSAI飲料、砂糖・砂糖製品および菓⼦のための検査マニュアル案第4（2015年）による。イ
ンド基準局によるこれらの分析も容認される。 
 
http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Manuals/BEVERAGES_AND_CONFECTIONA
RY.pdf 

ソフトキャンディー・ハードキャンディー

http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Manuals/BEVERAGES_AND_CONFECTIONARY.pdf


⾷品区分 ソフトキャンディー・ハードキャンディー 

規格 
 
項⽬ 

コーデックス
規格 

FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）） FSS規程 

規格名 FCSコード
5.2 

付録AⅡ⾷品区分説明 
 
5.2  
 
ハードキャンディー、ソフトキャンディー、ヌガーなどが含まれる菓⼦で、⾷品区分 5.1、
5.3、および 5.4以外の菓⼦ 

FSSAI認可は以
下による 
 
Many
voluntary 
standards by
Bureau 
 
FSS（包装およ
び表⽰）修正規
定2015年 
 
他のGMP、
HACCP、ISO
による基準は全
て任意であり、
顧客および地⽅
特有のニーズに
応じて製造者が
採⽤する。 
 
インド基準局の
任意基準の多く
はGMP、安全
性、製造、およ
び製品品質のIS
シリーズとして
⼊⼿可能であ
る。これらの基
準は全て任意で
ある。 

範囲 主に砂糖および砂糖代替⾷品を含有する全てのタイプの製品が含まれ、ココア含有の有無には
かかわらない。 
5.2.1  ハードキャンディー︓⽔および砂糖（単純なシロップ）、着⾊料および⾹料を⽤い
た製品、ならびにこれらの類似⾷品であり、フィリングおよびココア含有の有無にはかかわら
ない。トローチ、ロゼンジ（円形の⽢い調剤キャンディー）が含まれる。これらのタイプの製
品は、⾷品区分 5.1.4の範囲内のチョコレート製品のフィリングとして⽤いられることがあ
る。 
5.2.2  ソフトキャンディー︓キャラメル（砂糖シロップ、脂肪、着⾊料、および⾹料を含
有）などの噛むことに適した柔らかい製品、ならびにその類似⾷品が含まれる。ココアおよび
乳を含有する（タフィーやチョコレート⾵味のキャラメル）ことがある。製品にはゼリーベー
スのキャンディー（ゼリーや、ゼラチン、ペクチン、着⾊料および⾹料を⽤いて製造されたゼ
リー菓⼦、砂糖でコーティングされた果実ペーストゼリーなど）、砂糖菓⼦、マシュマロ、ア
イスキャンディー、紐状キャンディーが含まれる。これらのタイプの製品は、⾷品区分 5.1.4
の範囲内のチョコレート製品のフィリングとして⽤いられることがある。⼀定のシリアルバー
やナッツキャラメルバーも本区分に該当することがある。 
5.2.3  ヌガーおよびマジパン︓ 
ヌガーは、焙煎・製粉されたナッツ、砂糖、およびココア、ならびにこれらの類似⾷品から成
り、そのまま消費される、あるいは⾷品区分 5.1.4の範囲内のチョコレート製品のフィリング
として⽤いられることがある。マジパンは、アーモンドペーストおよび砂糖、ならびにこれら
の類似⾷品から成り、直接消費⽤に成形・着⾊される、あるいは⾷品区分5.1.4の範囲内のチ
ョコレート製品のフィリングとして⽤いられることがある。例としてピーナッツチッキ、ガジ
ャック、シリアルバー、膨化⽶チッキ、シリアルナッツバーが挙げられる。 

説明 詳細は項⽬No.3に記載 

必須成分およ
び品質要因 

項⽬No.3に記載 



⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
付録AⅣ⾷品中の⾷品添加物の使⽤ 5.2、5.2.1、5.2.2、5.2.3に準拠する 

汚染物質 規定はない。 

衛⽣ GMPによる 

重量及び容量 法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2017年） 
包装サイズは本規格の付則2による。 

表⽰ FSS（包装および表⽰）規定2011年 http://www.fs
sai.gov.in/outr
each/Draftfor
Consultations.
aspx 

分析及びサン
プリング法 

FSSAI飲料、砂糖・砂糖製品および菓⼦のための検査マニュアル案第4（2015年）による。 
http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Manuals/BEVERAGES_AND_CONFECTION
ARY.pdf 
インド基準局によるこれらの分析も容認される。 
個別区分で実施されるサンプリングおよび検査法については、インド基準下の任意基準も⼊⼿
可能である 

6-3. 個別⾷品規格／清涼飲料

炭酸⽔を主原料とする調味飲料

規格 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物)規則（2011年） 

名称 1. 2.10.6 ノンアルコール炭酸飲料 
2. 2.3.23 炭酸調味飲料調合⽤シロップ濃縮物 
3. 2.3.30 炭酸果実飲料または果実飲料 

範囲、説明 1. ノンアルコール炭酸飲料︓⼆酸化炭素を加圧化で含侵させ、栄養、⾮栄養⽢味料および／または⾼⽢味度⽢味料、および他の認
可された⾷品添加物を含む飲料。
2. 炭酸調味飲料調合⽤シロップ濃縮物︓栄養⽢味料と⽔及び製品に適したその他の素材を使⽤することによって得られる炭酸
⽔。適切に製品に還元された場合、製品は炭酸⽔の要件に準拠し、⼆酸化炭素含有量を除くすべての点に関し、直接消費⽤に瓶
詰めされた類似製品と同等でなければならない。異物を含んではならない。 
3. 炭酸果実飲料⼜は果実飲料︓果汁および⽔または炭酸⽔による調合を意図された、砂糖、ブドウ糖、転化糖、または液体グル
コースを単独または併⽤で含有する飲料またはドリンクを指す。果⽪油および果実精を含んでもよい。製品に適した他の成分も
含んでもよい 

品質要件 1. ノンアルコール炭酸飲料︓以下を単独または併⽤で含有してもよい︓砂糖、液体グルコース、含⽔結晶ブドウ糖、転化糖、果
糖、ハチミツ、野菜及び果実抽出物。認可された⾹料、着⾊料、保存料、乳化剤、安定剤、クエン酸、フマル酸およびソルビト
ール、酒⽯酸、リン酸、乳酸、アスコルビン酸、リンゴ酸。グァー、カラヤ、アラビア、イナゴマメ、ファーセレラン、トラガ
カント、ガティガム、⾷⽤ゼラチン、アルブミン、カンゾウおよびその派⽣物などの⾷⽤ガム。ナトリウム、カルシウムおよび
マグネシウムなどの塩。ビタミン、145 ppm以下のカフェイン、100 ppm以下のエステルガム（樹脂のグリセロールエステ
ル）、GMP⽔準のジェランガム、100 ppm以下のキニーネ塩（硫酸キニーネとして表した場合）。
また、100 ppm以下のサッカリンナトリウム、または300 ppm以下のアセスルファムK、または700 ppm以下のアスパルテー
ム（メチルエステル）、300 ppm以下のスクラロース、または33 ppm以下のネオテームを含有してもよい。 
2. 炭酸調味飲料調合⽤シロップ濃縮物︓製品の総可溶性固形分（m/m）が30パーセント以上であること。 
3. 炭酸果実飲料⼜は果実飲料︓ 
(i) 総可溶性固形分（m/m） 10.0パーセント以上 
(ii) 果実含有量（m/m） 
(a) ライムまたはレモンの果汁 5.0パーセント以上 
(b) 他の果実 10.0パーセント以上 

http://www.fssai.gov.in/outreach/DraftforConsultations.aspx
http://old.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Draft_Manuals/BEVERAGES_AND_CONFECTIONARY.pdf


表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠する。 
製品の名称
名称および所在地
化学組成
栄養組成
強調表⽰はすべてFSSAIの認可を受けなければならない

²・FSSAIのロゴおよび認可番号 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）付録Aで認可された⾷品添加物を含有してもよい。 
⾹料の使⽤制限 以下の⾹料はいかなる⾷品においても使⽤が禁⽌される。 
(i) クマリンおよびジヒドロクマリン 
(ii) トンカ⾖（ディプティル・アダリット） 
(iii)β-アサロンおよびシンナミルアントラニル酸 
(iv) エストラゴール 
(v) エチルメチルケトン 
(vi) エチル-3-フェニルグリシデート 
(vii) オイゲニルメチルエーテル 
(viii) メチルβナフチルケトン 
(ix) P. プロピルアニソール 
(x) サフロールおよびイソサフロール 
(xi) ツジョン、イソツジョン、αおよびβツジョン 
(xii) グルタミン酸ナトリウム 
⾹料における溶媒 
ジエチレングリコールおよびモノエチルエーテルは、⾹料において溶媒として使⽤してはならない。 

汚染物質 FSS（汚染物質、毒物、および残留物）規則2011年 
2.1 ⾦属汚染物質、2.3 残留物、2.3.2抗⽣物質および他の薬理活性物質に準拠する。 
鉛︓1.0 ppm以下 
銅︓1.5 ppm以下 
ヒ素︓0.25 ppm以下 
亜鉛︓5.0 ppm以下 
カドミウム︓1.5 ppm以下 
⽔銀︓1.0 ppm以下 
殺⾍剤:DDTおよびその誘導体︓0.001 ppm以下 
エンドスルファンAおよびB、ならびにエンドスルファンスルフェート︓0.001  
ppm以下、ヘキサクロロヘキサン、α、β、γ、およびδ異性体︓0.001 ppm以下、クロルピリホス︓0.001 ppm以下、マラチオン︓
0.001 ppm以下 

衛 ⽣ FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）付録Bに記載の微⽣物学的要件に準拠しなければならない 
ノンアルコール炭酸飲料︓ ⽣菌数   １ml当たり50cpu以下 
⼤腸菌数  100ml当たり０cpf 
酵⺟、カビ数 １ml当たり 

重量及び分量 法定度量衡規程（2017年）による計量要件に準拠する︓ 
65 mL（果実を主原料とする飲料）、100 mL、125 mL（果実を主原料とする飲料）、150 mL、160 mL、175mL、180 mL、
200 mL、240 mL、250 mL、300mL、330 mL 
（⽸⼊りの場合のみ）、350 mL、400 mL、475mL、500 mL、600 mL、750 mL、1 L、1.25 L、1.5 L、1.75 L、2.0 L、2.25
L、2.5 L、3.0 L、4.0 L、および5 L 

分析及びサン
プリング⽅法 

試料サイズ︓3 L以上 
FSSA⼿順書（Manual of Methods of Analysis 
of Foods）に準拠した、化学的および微⽣物学的指標に対する試験 
汚染物質は、AOAC、APHA、BAM、USEPA、ISO、FSSAIおよびIS法などの国際的および国内の試験⼿順に準拠する 

⾮炭酸⽔を主原料とする調味飲料-果汁

規格 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年） 

名称 2.3.6  加熱処理された果汁 
2.3.9  加熱処理された果実ネクター 
2.3.10  加熱処理された果実飲料／果実ドリンク／そのまま飲⽤可能な果実飲料 
2.3.21  スカッシュ、クラッシュ、果実シロップ／果実シャーベット、および⼤⻨湯 
2.3.22  ジンジャーカクテル 
2.3.40  果実を主原料とする飲料⽤ミックス／果実を主原料とする飲料⽤粉末 



範囲、説明 果汁、ネクター、果実飲料、スカッシュ、クラッシュ、果実シロップ、⽔で戻すタイプの果実粉末濃縮物︓ 
1. 加熱処理された果汁（⽸詰め、瓶詰め、フレキシブル包装や無菌包装されたもの）とは、傷んでいない熟果またはその果⾁から
機械的処理により得た、とろみがある、混濁した、または透明な、直接消費を意図した、未発酵であるが発酵可能な製品であり、変
質防⽌を⽬的として、容器に密封される前または後に、適切な⽅法を⽤いて加熱加⼯されたものである。 
2. 加熱処理された果実ネクター（⽸詰め、瓶詰め、フレキシブル包装や無菌包装）とは、単独または組み合わせた果実から、傷ん
でいない熟果の果汁／果⾁／果汁濃縮物や可⾷部分の混合で得た、とろみの有無にかかわらない、混濁したまたは透明な、直接消費
を意図した、未発酵であるが発酵可能な製品を指し、⽔、栄養⽢味料、および製品に適した他の成分による濃縮の有無にはかかわら
ず、変質防⽌を⽬的として、容器に密封される前または後に適切な⽅法を⽤いて加熱処理されたものである。 
3. 加熱処理された果実飲料／果実ドリンク／そのまま飲⽤可能な果実飲料（⽸詰め、瓶詰め、フレキシブル包装や無菌包装）と
は、傷んでいない熟果の果汁または果⾁／ピューレまたは濃縮された果汁または果⾁から製造された、未発酵であるが発酵可能な製
品を指す。果汁または果⾁に添加してもよい物質は、⽔、果⽪油、果実精および果実フレーバー、塩、砂糖、転化糖、液体グルコー
ス、乳、および製品に適した他の成分であり、変質防⽌を⽬的として、容器に密封される前または後に適切な⽅法を⽤いて熱処理さ
れたものである。 
4. スカッシュ、クラッシュ、果実シロップ／果実シャーベット、および⼤⻨湯とは、未発酵であるが発酵可能な、単数または複数
の適切な果実から得た果汁／ピューレまたは濃縮物と、栄養⽢味料や⽔との混合により製造された、透明または混濁した製品を指
し、⾷塩、芳⾹性ハーブ、果⽪油、および製品に適した他の成分の有無にはかかわらない。 
4.1  コーディアルとは、未発酵であるが発酵可能な清澄化された果汁と、栄養⽢味料および⽔との混合で得た透明な、細胞物質を
含まない製品を指し、⾷塩、果⽪油、製品に適した他の成分の有無にはかかわらない。 
4.2  ⼤⻨湯とは、未発酵であるが発酵可能な果汁と栄養⽢味料および⽔との混合によって製造された製品を指し、⾷塩、果⽪油、
0.25パーセント以上の⼤⻨デンプン、および製品に適した他の成分の有無にはかかわらない。 
5. ジンジャーカクテル（ジンジャービール⼜はジンジャーエール）とは、⽣姜汁または⽣姜の含油樹脂（オレオレジン）⼜は⽣姜
精油（エキス）を⽔或いは栄養⽢味料と混合した製品である。 
６．果実を主原料とする飲料⽤ミックス／果実を主原料とする飲料⽤粉末とは、果実固形分と栄養⽢味料および製品に適した他の成
分との混合によって得た、希釈後の使⽤を意図された粉末状製品で、変質防⽌を⽬的として密封容器に収容されたものを指す。名称
に⽤いられた果実特有の⾊および⾵味を有さなければならない。ビタミンおよびミネラルを含有してもよい 

品質要件 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）の付録Aなど本規則で認可された⾷品添加物を含有してもよい。付録Bに記載された
微⽣物学的要件に準拠しなければならない。 
果実を主原料とする飲料に対するすべての要件は本規則 
2.3 に記載されている。 

表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠する。 
製品の名称
名称および所在地
化学組成
栄養組成
すべての強調表⽰はFSSAIの認可を受けなければならない

FSSAIのロゴおよび認可番号 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）の付録Aに準拠し、添加物を含有してもよい。 

汚染物質 FSS（汚染物質、毒物、および残留物）規則（2011年）の2.1⾦属汚染物質、2.3 残留物、2.3.2抗⽣物質および他の薬理活性物質に
準拠する。 

衛 ⽣ BIS要件およびFSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）に準拠した製造基準 
FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠した包装要件 

最終消費者向
け容器 

法定度量衡（包装済み商品）規程（2011年）計量要件に準拠する︓65 mL（果実を主原料とする飲料のみ）、100 mL、125
mL（果実を主原料とする飲料のみ）、150 mL、200 mL、250 mL、300 mL、330 
mL（⽸⼊りのみ）、500 mL、750 mL、1 L、1.5 L、2 L、3 L、4 L、および5 L 

分析及びサン
プリング⽅法 

FSSAI⼿順書、インド基準、AOAC法に準拠する。 
検査⽤試料サイズ 
果汁、果実ドリンク、果実スカッシュ︓1 L 
⽸詰め製品︓密封された⽸ 6本 

天然ミネラルウォーター

規格 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）及び 
BIS基準IS︓13428（強制的基準） 

名称 FSS:2.10.7ミネラルウォーター 
IS:3.2容器⼊り天然ミネラルウォーター 



範囲、説明 容器⼊りミネラルウォーター 
FSS－2.10.7ミネラルウォーター 
呼称および販売名称にかかわらず、ミネラルウォーターには、すべての種類のミネラルウォーターまたは天然ミネラルウォーター
が含まれる。 
i.天然ミネラルウォーターは、通常の飲⽤⽔と明確に区別される⽔である。 
ii.天然炭酸⼊り天然ミネラルウォーター 
iii.炭酸⼊り天然ミネラルウォーター 
IS－3.2容器⼊り天然ミネラルウォーター 
容器⼊り天然ミネラルウォーターは、様々な構造や容量の密閉容器に充填され、直接飲⽤可能な⽔である。 

品質要件 FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）2.10.7及びIS-13428に準拠する。 
化学組成およびその限度値の両⽅
放射性残留物の要件
有害物質︓多環芳⾹族炭化⽔素、ポリ塩化ビフェニール、殺⾍剤等

⾦属残留物 

表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）2.1.2、2.2.1、2.4.5、に準拠する。 
製品の名称
名称および所在地
化学組成
栄養組成
強調表⽰はすべてFSSAIの認可を受けなければならない

FSSAIおよびBISのロゴ 

衛 ⽣ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）の包装要件に準拠する 
FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）2.10.7及びIS-13428の微⽣物要件に準拠する 

重量及び分量 法定度量衡（包装済み商品）規程（2011年）に準拠する︓100 mL、150 mL、200mL、250 mL、300 mL、500 mL、750
mL、1 L、1.5 L、2.0 L、3.0 L、4.0 L、および5 L 

許可 FSSAIマークおよびインド基準庁（Bureau of India 
Specs︓BIS）強制的認証許可 

分析及びサンプリ
ング⽅法 

少なくとも3つの元来の密封容器⼊りで4000 mL 
試験はIS、ISO、APHA、FSSAI⼿順書（Manual of Methods of Analysis of Foods）およびAOACに準拠する。 

容器⼊り飲⽤⽔ (天然ミネラルウォーターを除く)

規格 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）および 
BIS基準IS︓14543（強制的基準) 

名称 容器⼊り飲⽤⽔ (天然ミネラルウォーターを除く) 

範囲、説明 天然⽔を除く容器⼊り飲⽤⽔。加⼯済み海⽔を含む。容器⼊り飲⽤⽔（ミネラルウォーターを除く）とは、表層⽔または地下⽔また
は海⽔に由来し、以下の規定処理がなされた⽔を指す。傾瀉、濾過、濾過の組み合わせ、曝気、濾過膜・デプスフィルター・カート
リッジフィルターを⽤いた濾過、活性炭濾過、ミネラル除去、ミネラル再添加、逆浸透。さらに、⾷品安全性またはその適合性を⽬
的として、科学的に許容可能な⽔準を超えるレベルにまで微⽣物数を減少させるため、化学薬品または物理的⽅法を⽤い、飲⽤⽔に
おける有害な汚染を引き起こさない⽔準まで⽔を殺菌した後に、充填されなければならない。 

品質要件 容器⼊り飲⽤⽔に対するFSSAI規程2.10.8に準拠する。
ミネラル添加は許可。
化学組成およびその限度値の両⽅、ならびに微⽣物学的指標に対する基準
放射性残留物に対する要件
「アルファ線」活性︓0.1ピコキュリー/L（Bq）以下 
「ベータ線」活性︓1ベクレル/L（Bq）以下 
残留農薬の要件
(i)残留農薬は個別に判断する︓0.0001 mg/L以下 
(ii) 総農薬残留︓0.0005 mg/L以下 
⾦属残留物 



表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠する 
製品の名称
名称および所在地
化学組成
栄養組成
すべての強調表⽰はFSSAIの認可を受けなければならない
FSSAIおよびBISのロゴ

⾷品安全基準（包装および表⽰）規則2011年 

衛 ⽣ FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）の微⽣物要件に準拠する。 
FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）の包装要件に準拠する 
BIS基準 IS 14543の衛⽣要件に準拠する 

重量及び分量 法定度量衡（包装済み商品）規程（2011年）計量要件に準拠する︓100 mL、150 mL、200mL、250 mL、300 mL、500 mL、
750 mL、1 L、1.5 L、2 L、3 L、4 L、および5 L 

分析及びサン
プリング⽅法 

少なくとも3つの元来の密封容器⼊りで4000 mL 
試験はIS、ISO、APHA、FSSAI⼿順書（Manual of Methods of Analysis of Foods）およびAOACに準拠する 

6-4. 個別⾷品規格／レトルト⾷品

レトルトパウチ⾷品 

⾷品区分 レトルトパウチ⾷品 

<v:shape>規
格</v:shape> 
項⽬ 

コーデックス
規格 

FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017
年）） 

FSS 
規則案 

必要な認証 

規格名 個別区分はな
い 

全ての包装済み商品に適⽤される 製造、流通、および販
売に対するFSSAI認可 
FSS（包装および表
⽰）2015年改正規則 

範囲 そのまま飲⾷可能な全てのレトルトパウチ製品 

説明 レトルトパウチ製品 

必須成分および
品質要因 

製品特定の要
件による 

レトルト包装製品特定 
http://www.fssai.gov.in/GazettedNotifications.aspx 

⾷品添加物 個別区分によ
る 

規格に定められた製品区分による 

汚染物質 規程はない 

衛⽣ GMPガイドライン GMPガイドラ
イン 

重量および容量 法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2017年） 

表⽰ FSS規則および規程に定められた表⽰規則による。ベジタリアン
／⾮ベジタリアン製品に焦点を当てた個別要件がある。 

分析およびサン
プリング法 

規定はない。各⾷品区分およびパラメータに特定のものであろ
う。通常はインド基準局によるこれらの分析が容認される。 

http://www.fssai.gov.in/GazettedNotifications.aspx


6-5. 個別⾷品規格／めん類

即席めん

FSS規則（2011年）およびインド規格に「即席めん」の⾷品規格はなかったが、2017年9⽉の官報で告⽰され、Instant 
Noodleとして規格が設定された。規格を以下に⽰す。

規格 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年） 

名称 Instant Noodle 

範囲、説明 即席麺とは、⼩⻨粉⼜は⽶粉、その他の穀類粉及びマメ科⼜はその混合物と⽔とを主原料とし、必要に応じてハーブ、薬味、調味
料、⾹⾟料などを⽤いて調製された製品。 
即席麺は、油で揚げる⽅法⼜はその他の⽅法によってアルファー化及び脱⽔することを特徴とし、製品は揚げ麺や⾮揚げ麺として提
供される。 

品質要件 製品は良好で特徴的な⾊、外観、⾷感、⾹りと味でなければならない。 

  
乾燥麺 

 
⾮乾燥麺 

 
最⼤⽔分 

 
10.0 % 

 
13.0 % 

 
最⼤酸不溶性灰分 

 
0.3 % 

 
0.3 % 

 
最⼤酸値 

 
2.0 % 

 
- 

 

表 ⽰ FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年） 
2.4.10 .(2)︓調味料を添加する場合には容器に明⽰しなければならない 
FSS（包装および表⽰）規則（2011年） 
2.2 ︓表⽰ 
2.2.1 ︓⼀般要件 
2.2.2 ︓包装済み⾷品の表⽰（章末の＊＊参考︓包装済み⾷品の表⽰の項を参照） 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
3.1 ︓⾷品添加物 

汚染物質 FSS（汚染物質、毒物および残留物）規則（2011年） 
2.1 ︓⾦属汚染物質 
2.2 ︓農作物汚染物質および⾃然毒 

衛 ⽣ 望ましくない味、汚れ、昆⾍の幼⾍や不純物、異物を含んではならない 

乾燥パスタ・乾麺 

⾷品区分 乾燥パスタ・乾麺 

規格 
項⽬ 

コーデックス
規格 

FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年）） FSS規則案 認証が必要／
インド 



規格名 
パスタ製品 
FSS（⾷品規
格及び⾷品添
加物）規則
（2011年）
2.4.10.1 

⾷品区分シス
テム（FCS）
6.4.2 
⾷品⽤公定化
学品集
（FCC）コー
ド︓ 
06.4.1 
（保存加⼯さ
れていない） 
06.4.2 （乾
燥された） 
06.4.3 （事
前加熱調理済
み） 

6.4  パスタ、麺、および類似製品︓ライスペーパー、ライスバーミセ
リ、⼤⾖パスタおよび麺など全てのパスタ、麺、および類似製品が含まれ
る。 
6.4.1  保存加⼯されていないパスタ、麺、および類似製品︓ 
未処理で（すなわち加熱、ゆでる、蒸す、加熱調理、事前糊化、および冷凍
などされておらず）未乾燥の製品。これらの製品は調製直後の消費が意図さ
れている。例として、ゆでられていない麺や、春巻き、ワンタン、およびシ
ューマイの「⽪」が挙げられる。 
6.4.2  乾燥パスタ、乾麺、および類似製品︓ 
未処理で（すなわち加熱、ゆでる、蒸す、加熱調理、事前糊化、および冷凍
などされておらず）未乾燥の製品。例としてスパゲッティや緑⾖春⾬、ビー
フン、マカロニ、および⽶麺が挙げられる。 
6.4.3  加熱調理されたパスタ、麺、および類似製品︓ 
処理された（すなわち加熱、ゆでる、蒸す、加熱調理、事前糊化、および冷
凍などされた）製品。これらの製品には、消費者に直接販売可能なもの（加
熱調理および冷却済みで、消費前に加熱されるニョッキなど）や、消費者へ
の販売前に糊化、加熱、および乾燥された調製済み⾷品（スパゲッティ、マ
カロニ、または麺を含み、加熱して供される冷凍の主菜や、スパゲッティお
よびミートボール⽸詰の主菜など）のでんぷん部分が含まれる。さらには、
消費者への販売前に事前糊化、加熱、および乾燥された即席麺（⼩⻨、⽶、
およびその他）や、フィリング⼊りパスタ、クスクスもこれに含まれる。 

FSS（包装お
よび表⽰）修
正規定2015
年による
FSSAI認可。
GMP、
HACCP、ISO
による他の規
格は全て任意
であり、顧客
および地⽅特
有のニーズに
応じて製造者
が採⽤する。 
インド基準局
の任意基準の
多くはGMP、
安全性、製
造、および製
品品質の国際
規格（IS）シ
リーズとして
⼊⼿可能であ
る。これらの
基準は全て任
意である。 

範囲 パスタ、麺、および類似製品（ライスペーパー、ビーフン、⼤⾖パスタおよ
び麺など） 

説明 No.1の通り 

必須成分およ
び品質要因 

2.4.10  マカロニ製品︓ 
パスタ製品－とは、スージマイダ、⽶粉、ピーナッツ粉、タピオカ粉、⾷⽤
⼤⾖粉及び他の様々な粉を⼀種類⼜は混合した⽣地を混捏および伸展して得
た製品であり、粉末乳、果実、野菜、⾹⾟料、ビタミン、ミネラルなどの材
料の添加の有無にはかかわらない。添加着⾊料、汚物、幼⾍、不純物、また
は他の異物があってはならない。以下の規格を満たさなければならない。 
含⽔量は12.5%以下 
全灰分は乾燥ベースで1.0％以下 
希塩酸中可溶灰分は乾燥ベースで0.1%以下 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
付録Aに準拠する 

汚染物質 規定はない 

衛⽣ GMP要件に従う 

重量および容
量 

法定度量衡（包装済み商品）改正規程（2017年） 

表⽰ FSS（包装および表⽰）規則2011年 

分析およびサ
ンプリング法 

規定はない。通常はインド基準局によるこれらの分析が容認される。 



6-6. 個別⾷品規格／乳・乳製品

個別⾷品規格

⽜乳 
FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）には以下の通り「⽜乳」に関連する規格がある。

2.1.1  乳及び乳製品 
また、インド規格（BIS）には以下の通り「⽜乳」に関連する2つの規格がある。 
IS 4238:1967 ⾼温殺菌乳 
IS 13688:1999 容器⼊り⾼温殺菌乳

「⽜乳」に関連する規格を以下に⽰す。

FSS規則（2011年） インド規格 

範囲、説明、必須組成 
及び 
品質要件 

FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
2.1 ︓乳製品および類似⾷品 
2.1.1 ︓乳及び乳製品 

IS 4238-1967 
⾼温殺菌乳規格 
IS 13688:1999 
容器⼊り低温殺菌乳規格 

表 ⽰ FSS（包装および表⽰）規則（2011年） 
2.2 ︓表⽰ 
2.2.1 ︓⼀般要件 
2.2.2 ︓包装済み⾷品の表⽰（章末の＊＊参考︓包装済み⾷品の表⽰の項を参照） 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
3.1 ︓⾷品添加物 
付録A－Ⅳ︓⾷品添加物リスト 
表14 乳製品及び類似品に⽤いられる⾷品添加物リスト 

汚染物質 FSS（汚染物質、毒物、および残留物）規則（2011年） 
2.1 ︓⾦属汚染物質 
2.2 ︓農作物汚染物質および⾃然毒 
2.3 ︓残留物 

衛 ⽣ FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
付録B︓微⽣物学的要件 
表2 乳製品の微⽣物学的パラメーター 

「⽜乳（⾼温殺菌乳）」に関する基準・分析法を以下に⽰す。

関連法規 項⽬ 基準 分析法 参考 

IS 4238-1967 
⾼温殺菌乳規格 

クリ―ミング 
指数 

最⼤. 20 遠⼼分離法 

濁度 規格に合致 

殺菌状態の確認 (a) 培養７⽇⽬におけるpH値の変動範囲 : 
最⼤ 0.3 

殺菌状態の確認 (b) 培養７⽇⽬における滴定検査の酸度変動範囲: 最⼤ 0.02g 滴定法 

菌数・胞⼦数 最⼤５コロニー/ml 

乳・乳製品（チーズ及びバター）



チーズ及びチーズ製品 

規格 FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年、改正2017年） 

名称 チーズ及びチーズ製品 

定義、説明 2.1.17 ︓チーズ 
チーズとは、⾷品等級の蝋またはポリフィルムで被覆してもよい、熟成または⾮熟成の、軟質または半硬質、硬質および超硬質製品
で、製品中ホエイタンパク質／カゼイン⽐は乳におけるこれらの⽐以下であるものを指す。チーズは、⾮動物性酵素または他の適切
な凝固剤の作⽤により、また、かかる凝固で⽣じたホエイの⽔分の部分的除去や乳の凝固などの加⼯技術により、乳や乳から得た製
品の全体的または部分的凝固で得られるものであり、これにより、類似した物理的、化学的、および官能特性を備えた最終製品が製
造される。製品は、種菌として無害な乳酸菌や⾵味産⽣菌を使⽤しても良い。 
(i) 熟成チーズは、製造直後には消費可能な状態にないチーズであり、当該チーズを特徴付けるために必要な⽣化学的および物理的
変化が起こるまで、⼀定の温度および他の条件をしばらくの間保持しなければならない。 
(ii) カビ熟成チーズは、チーズ内部全体や表⾯での特徴的なカビ⽣育の発達によって主に熟成が完成する熟成チーズである。 
(iii) フレッシュチーズなどの⾮熟成チーズは、製造直後に消費可能な状態にあるチーズである。 
チーズは、付録Aなど本規則中で認可された⾷品添加物を含有してもよい。付録Bに記載の微⽣物学的要件に準拠しなければならな
い。 

組成 上記に挙げた定義に準拠する。また、⾷品添加物はFSSAI規則付録Aに従って添加することができる。 

表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠する︓ 
-製品の名称 
-名称および所在地 
-化学組成 
-栄養組成 
-すべての強調表⽰はFSSAIの認可を受けなければならない 
FSSAIのロゴおよび認可番号 

⾷品添加物 FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）付録Aに準拠する 

汚染物質 FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）付録B︓微⽣物学的規格 
FSS（汚染物質、毒物、および残留物）規則（2011年） 
2.1 ⾦属汚染物質、2.3 残留物、2.3.2抗⽣物質および他の薬理活性物質に準拠する。 

衛 ⽣ FSS（⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）2.1.17に規定された定義に準拠する。 

サンプリング
及び分析法 

FSS（検査機関およびサンプリング・分析）規則（2011年）に準拠する。 
試料の量︓200g 

バター 

規格 FSS(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年） 

名称 バター 

定義、説明 2.1 .９︓バター 
バターとは、乳または乳製品或いは両者のみに由来する、主に油中⽔滴型の乳濁液形態の脂肪製品を指す。バターには⾷卓バター及
び⽩バター/調理バターがある。⾷卓バターは殺菌クリームから製造される。 
塩および種菌である無害な乳酸菌や⾵味産⽣菌の添加の有無にはかかわらない。⾷卓⽤バターは、微⽣物の安全性を確保する⽬的で
適切な加熱処理を施した殺菌乳や他の乳製品から得なければならない。動物性体脂肪、植物性油脂、鉱物油、および添加⾹料を含有
してはならない。バターは好ましい⾵味および⾹りを有さなければならず、異臭および酸敗臭を有してはならない。付録Aなど本規則
中で認可された⾷品添加物を含有してもよい。付録Bに記載の微⽣物学的要件に準拠しなければならない。 

組成 製品 ⽔分乳脂肪乳固形分⾷塩 
% m/m% m/m 乳脂肪以外%m/m% m/m 
⾷卓⽤バター ≦16≧80≦2≦3.0 
調理⽤バター－≧76－       － 

表 ⽰ FSS（包装及び表⽰）規則（2011年）に準拠する︓ 
-製品の名称 
-名称および所在地 
-化学組成 
-栄養組成 
-すべての強調表⽰はFSSAIの認可を受けなければならない 
FSSAIのロゴおよび認可番号 



⾷品添加物 FSS（⾷品規格及び⾷品添加物)規則（2011年）の付録Aに準拠する。 

汚染物質 FSS（(⾷品規格及び⾷品添加物）規則（2011年）付録B︓微⽣物規格 
FSS（汚染物質、毒物、および残留物）規則（2011年）2.1⾦属汚染物質、2.3 残留物、2.3.2抗⽣物質および他の薬理活性物質に準
拠する。 

衛 ⽣ FSS（⾷品規格及び⾷品添加物)規則（2011年）︓  
2.1.９に規定された定義に準拠する。 

サンプリング
及び分析法 

FSS（検査機関およびサンプリング・分析）規則（2011年）に準拠する。 
試料の量︓200g 

6-7. 個別⾷品規格／アルコール飲料

未調査のため、情報がありません。

6-8. 個別⾷品規格／調理冷凍⾷品

FSS規則（2011年）およびインド規格に「調理冷凍⾷品」に関する⾷品規格はない。したがって、「調理冷凍⾷品」は、FSS規則（2011年）「2.12︓
Proprietary Food」に規定した要件に準拠しなければならない。

「調理冷凍⾷品」に関連する規格を以下に⽰す。

FSS規則（2011年） インド規格 

範囲、説明、必須組成および品質要件 FSS規則（⾷品規格および⾷品添加物）（2011年） 
＊章末のProprietary Foodの項を参照。 
⾷品のタイプにより、以下の規格を参照。 
2.1.15 ︓冷凍デザート 
2.5.2 ︓⾁類および⾁類加⼯⾷品 
2.6 ︓⿂類および⿂類加⼯⾷品 

該当なし 

表 ⽰ FSS（包装および表⽰）規則（2011年） 
2.2 ︓表⽰ 
2.2.1 ︓⼀般要件 
2.2.2 ︓包装済み⾷品の表⽰（章末の＊＊参考︓包装済み⾷品の表⽰の項を参照） 

⾷品添加物 FSS（⾷品規格および⾷品添加物）規則（2011年） 
3.1 ︓⾷品添加物 

汚染物質 FSS（汚染物質、毒物および残留物）規則（2011年） 
2.1 ︓⾦属汚染物質 
2.2 ︓農作物汚染物質および⾃然毒 

調理冷凍⾷品



7. 残留農薬

残留農薬基準値につきましては、下記情報をご参照ください。

諸外国における残留農薬基準値に関する情報 
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/zannou_kisei.html

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/zannou_kisei.html



